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国民年金への加入

相談窓口 
国民年金相談窓口
日本年金機構「ねんきんダイヤル」

☎0570-05-1165（ナビダイヤル）

国民年金制度 加入手続き
 国民年金は、日本に住所があり、厚生年金等に加入していない20
歳以上60歳未満の方は、学生（留学生を含む）でも加入しなければ
なりません。65歳になり老齢基礎年金を受給するためには、最低10
年の保険料納付期間等が必要です。また、万一事故や病気等で重い
障害になってしまった場合、保険料を納めていないと、障害基礎年金
を受け取ることができない場合があります。

 加入の手続きは、住民票を登録している市区町村の国民年金担当
窓口で行います。親元から離れて生活して、住民票を移していない場
合は、家族が加入を代行することもできます。国民年金制度は、障害・
死亡・老齢等の人生の困ったときに皆で助け合う制度です。２０歳に
なったら、必ず加入しましょう。

学生納付特例制度について
　日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から、国民年金の
被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生に
ついては、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納
付特例制度」が設けられています。
　手続き方法については、住民登録をしている市町村に直接お問い
合わせください。

選挙について

成年年齢について

選挙権年齢は18歳 住民票の異動を忘れずに

　2015年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布
されました。
　これに伴い、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引
き下げられ、大学1年次生から選挙権を有することとなりました。
　選挙は、国民が政治に参加し、主権者としてその意思を政治に反
映させることのできる大切な機会です。選挙には必ず行きましょう。

　選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく、選挙人
名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿への登録は住民
票がある自治体で行われます。進学に伴い、実家を離れる場合等に
おいては、引越し先の自治体への転入届の提出を忘れないよう行っ
てください。
　住民票の異動をしていない、または異動してから3ヵ月経過してい
ない場合は、新しい住所地で投票できませんので、旧住所地で「期日
前投票制度」や「不在者投票制度」を利用しましょう。
　詳しくは住民票のある自治体の「選挙管理委員会」に問い合わせ
てください。

大学への提案メール
　皆さんの考えた大学への提案を受け付けるメールシステムです。このシステムに寄せられた提案は、担当者が内容を確認し、提案者に対し 2週
間以内に返信する予定です。また提案は、大学運営の参考にさせていただきます。
　大学公式ホームページ→在学生の方へ→相談窓口「大学への提案メール」
 以下の点に注意してご利用ください。
● 大学に直接提案する必要があるもののみとし、担当部署が明確なものは、直接担当部署に申し出てください。
● 学内 LANに接続されたコンピュータでアクセスしてください。 ● 大学のネットワーク接続用のＩＤとパスワードが必要です。
● 東京工芸大学の学生のみ利用できます。

第4章 キャンパスライフ 奨学金編

学習奨励型奨学金

　東京工芸大学の奨学金制度は大きく分けて以下の 2つの目的に分類されます。

備　考採用人数金   額選　考　基   準出　願　資　格奨学金名称 募集時期

若干名野呂奨学金

各学年の平均的な単位数を
修得し、かつＧＰＡが原則と
して通算2.5以上とする。

１５万円
（給付）

在学中１回10月～11月
学術優秀・品行方正及び身体強健であ
り、経済的理由により修学に困難があ
ると認められる学部生

本学大学院入試に合格し、入学予定であ
る本学学部４年次生で、研究意欲が旺
盛で、人物及び学業ともに優れ、経済的
理由により修学に困難があると認めら
れる者

東京工芸大学
大学院研究
奨学金

願書、所属研究室教員の推薦
書及び面接での評価。原則とし
て通算ＧＰＡ2.5以上とする。

30万円
（給付）

６名以内
（工学研究科４名
以内、芸術学研
究科２名以内）

在院中１回11月～1月

学業成績が優秀、かつ特に個性的な人
物で、経済的理由により修学に困難があ
ると認められる2年次以上の学部生
（外国人留学生は除く）

後援会
教育奨学金

各学年の平均的な単位数を修
得し、かつ通算ＧＰＡが原則と
して2.5以上とする。

３０万円
（給付）

学部生：
3０名以内 在学中１回

6月
１１月

学力・人物ともに優れ、かつ、修学継続
の意志が強固である3年次・4年次の学
部生

同窓会芸術学部
奨学金

平均的な単位数を取得し、か
つ、成績水準（GPA）が原則とし
て通算２．3以上とし、経済的理
由により修学に困難があると
認められる者とする。

２０万円
（給付）

各学科
１名以内

（デザイン学科は
2名以内）

在学中１回4月中旬

　学習奨励　　　経済的な負担を軽減することにより学習を奨励するもの

学業継続支援　　学業の継続が困難な経済的状況に陥った者に対し支援を行うもの

東京工芸大学の奨学金・特待生制度

同窓会芸術学
研究科奨学金

卒業研究成果または研究実績
を重視し、学力及び当該専攻の
総合評価に基づき判定する。

２５万円
（給付）

芸術学研究科
２名以内

在院中１回4月中旬
学力・人物ともに優れ、かつ、修学継続
の意志が強固である大学院生（芸術学
部同窓生）

人物及び学業ともに優秀であり、経済的
理由により修学に困難があると認めら
れる学部留学生及び大学院留学生

後援会
留学生奨学金

各学年の平均的な単位数を修
得し、かつ通算GPAが原則とし
て2.1以上とする。
仕送りが平均月額90,000円以
下であること。または、在日して
いる扶養者がいる場合は年収
が500万円未満であること。

３０万円
（給付）

学部生：
２０名以内
大学院生：
5名以内

在学中１回

※募集時期は予定です。掲示板で必ず確認してください。
※障害者の方は、学習意欲等を考慮し、学力基準を緩和することがありますので、お問い合せください。

10月～11月

18歳成年年齢　2022年4月施行

　成年に達すると、未成年のときと何が変わるのでしょうか。
　民放が定めている成年年齢は、「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。
成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになるということです。
　例えば、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額な商品を購入したときにローンを組むといったとき、
未成年の場合は親の同意が必要です。しかし、成年に達すると、親の同意がなくても、こうした契約が自分一人でできるようになります。また、親権
に服さなくなるため、自分の住む場所、進学や就職などの進路なども自分の意思で決定できるようになります。さらに、10年有効のパスポートを取
得したり、公認会計士や司法書士、行政書士などの資格を取得したりすることもできるようになります。
　一方、成年年齢が18歳になっても、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳です。健康面への影響や非
行防止、青少年保護等の観点から、現状維持となっています。
　未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」
によって、その契約を取り消すことができます。これは、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費被害を阻止する役割を果たしてい
ます。
　成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかど
うかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
　契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験に乏しく、
保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者もいます。
　そうした消費者トラブルに遭わないためには、未成年のうちから、契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく
検討する力を身につけておくことが重要です。消費者庁の消費者教育ポータルサイトでは、消費者教育に関する情報を紹介しています。特に、未成
年の皆さんや成年に達したばかりの皆さんが、社会で一人の大人として生きていく力を身につけるには、全国の高校での活用を目指している教材
「社会への扉」などがおすすめです。
　また、消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きてしまった場合の相談窓口として、消費者ホットライン「188（いやや！）」が設置さ
れています。困ったとき、おかしいなと思った時にはしっかり相談ができることも大事です。
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特 典推薦資格種 類

翌年の後期の授業料を免除する学業特待生
（学部生）

２年間授業料の半額を免除する
大学院特待生
（博士前期課程）

●学業成績が著しく低下した場合、または病気・事故以外の理由で休学した場合等は資格が取り消されます。

※１ 学業特待生は、各学科から特待生候補者が推薦され、教授総会の議を経て、決定されます。

※２ 各専攻から特待生候補が推薦され、研究科総会の議を経て決定されます。 相談窓口 教務課

 成績が著しく優秀な学生に対し、特待生制度を設けています。

1～3年次生
各年次終了時において通算GPAが3.5以上である者  若干名（※1）

本学の学部卒業後、大学院博士前期課程に入学した者で、
学部時の学業成績優秀・人物が優秀と認められる者（※２）

特待生制度

相談窓口 学生課 参考資料 東京工芸大学奨学金規程（P.66）

事由が発生
した月から
１２ヶ月以内

連帯保証人の病気療養等の理由により
修学に困難があると認められる学部生
及び大学院生

後援会
応急奨学金

５０万円以内
（金額は家計
状況を考慮し
選考委員会に
おいて決定）
（給付）

基金の
限度内

願書及び面接により
判定する。

在学中１回
連帯保証人の死亡による家計事情の急
変で修学に困難であると認められる学
部生及び大学院生

後援会
共済奨学金

年間学納金の
半額相当分
（給付）

基金の
限度内

願書及び面接により
判定する。

備　考採用人数金   額選　考　基   準出　願　資　格奨学金名称 募集時期

学業継続支援型奨学金

身体健康、勉学意欲旺盛かつ、経済的事
由により、学業を維持することが困難で
あり、進級・卒業又は修了が見込まれる学
部生及び大学院生（外国人留学生は除
く）

えんのき
奨学金

願書及び面接により
判定する。

上限６０万円で
１０万円単位
（貸与）

※追加貸与は
　上限60万円

基金の
限度内

特別の事情
がある場合
は、最初の
貸与年度と
異なる年度
で追加貸与
を認める。

随時
受付

在学中１回

次に掲げる要件を全て満たす者
・本学の学部及び大学院に在学する正規
学生である者
・授業への出席が良好である者
・父母若しくはこれに代わって家計を支
えている者が、会社の倒産又は解雇等
により、無収入に近い状態となり、修学
の継続が困難になった者

緊急支援
奨学金

３０万円以内
（給付）

奨学原資
の限度内

願書及び面接により
判定する。

問い合わせ先
日本政策金融公庫
教育ローンコールセンター

☎０４６-２２４-３７３１
厚木支店

０５７０ - ００８６５６
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html
☎

０１２０ - ５１７- ３２５（フリーダイヤル）
http://www.orico.tv/gakuhi/
☎

三井住友銀行 国内全店
（統括店）厚木支店

オリエントコーポレーション
学費サポートデスク

 日本政策金融公庫の教育ローンと民間金融機関の教育ローンがあります。

（東京工芸大学の学生であることを伝
えてください。）

教育ローン

⇨P.21 「外国人留学生サポート体制」に記載しています。

留学生対象の奨学金制度

https://www.rakuten-bank.co.jp/loan/education/
０１２０ - ６１-６９１０（フリーダイヤル）☎楽天銀行 カードセンター

教育ローン専用ダイヤル

日本学生支援機構　貸与型奨学金

 日本学生支援機構の奨学金貸与事業は、教育の機会均等の理念のもと、意欲と能力のある学生等が、自らの意志と責任において大学等で学ぶ
ことができるよう、国の重要な教育事業として実施されています。大学進学後、申し込みができる奨学金の種類は、第一種（無利子貸与）奨学金
と、第二種（有利子貸与）奨学金があります。

第二種（有利子貸与）第一種（無利子貸与）

学力基準

博士前期 5万円、8万 8千円
5万円、8万円、10万円、13万円、15万円

　4月初旬　(応募説明会を実施するので必ず出席すること )

博士後期 8万円、12万 2千円

貸与月額

募集時期

相談窓口 学生課

学外の奨学金制度

申込資格
大学の正科生であり、経済的理由により修学に困難で優れた学生等であると認められる人。
※休学中・留年中の学生は申し込み不可。外国籍の学生は申込資格に制限あり。

学部 1年次 高等学校の評定平均値が 3.5 以上 出身学校における成績が平均水準以上等

学部 2年次以上 成績が所属学部の上位 3分の 1以内 在籍する学校における成績が平均水準以上等

家計基準 希望する奨学金種別、収入形態、通学形態等、世帯人員によって異なる。

自宅：2万円、3万円、4万円、5万 4千円
自宅外：2万円、3万円、4万円、5万円、6万 4千円
※申込時の家計収入が一定額以上の方は、各区分の最高
　月額以外の月額から選択

学部 2万円～ 12万円（1万円単位で選択）

高等教育の修学支援新制度（授業料減免・給付奨学金）

　家庭の経済事情に左右されず、意欲のある生徒が大学に進学し学ぶことができることを目的に、2020 年 4 月から国による新しい就学支援
制度が始まりました。支援内容は、「授業料等減免（入学金含む）」の創設と返還の必要のない「給付型奨学金」の拡充の 2つです。世帯収入の基
準を満たしていれば、成績だけで判断せず、しっかりとした「学ぶ意欲」があれば支援を受けることができます。

学力基準

　4月初旬　(応募説明会を実施するので必ず出席すること )

支援金額

募集時期

申込資格
新たに入学・または進級する学部生で家計基準および学力基準などの条件を満たす人が対象です。留学生
及び大学院生は本年度の対象外です。なお、高等学校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から大学へ
入学した日までの期間が 2年を経過していない人が対象です。

1 年次 1．高等学校等における全履修科目の評定平均値が、5段階評価で 3.5 以上であること
2．将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、進学しようとする大学等における学修意欲を有すること

収入基準

【第 1区分】本人と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること
【第 2区分】本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が 100円以上 25,600 円未満であること
【第 3区分】本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が 25,600 円以上 51,300 円未満であること
※詳細は日本学生支援機構のホームページ参照

資産基準
本人と生計維持者 (2人 ) の資産 (不動産は含まない )の合計が 2,000 万円未満
※生計維持者 1人の場合は 1,250 万円未満

2年次以上
1．GPA（平均成績）等が在学する学部等における上位 2分の 1の範囲に属すること
2．修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って
　学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること

家計基準

※金額は第 1区分のもの。第 2区分はこの金額の 3分の 2、第 3区分は 3分の 1となります。
【給付奨学金】自宅通学：月額 38,300 円／自宅外通学：月額 75,800 円　
【授業料等減免】入学金：(芸術学部 )250,000 円　(工学部 )200,000 円　
　　　　　　　授業料：700,000 円　

※2023 年 3月現在の情報です。
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特 典推薦資格種 類

翌年の後期の授業料を免除する学業特待生
（学部生）

２年間授業料の半額を免除する
大学院特待生
（博士前期課程）

●学業成績が著しく低下した場合、または病気・事故以外の理由で休学した場合等は資格が取り消されます。

※１ 学業特待生は、各学科から特待生候補者が推薦され、教授総会の議を経て、決定されます。

※２ 各専攻から特待生候補が推薦され、研究科総会の議を経て決定されます。 相談窓口 教務課

 成績が著しく優秀な学生に対し、特待生制度を設けています。

1～3年次生
各年次終了時において通算GPAが3.5以上である者  若干名（※1）

本学の学部卒業後、大学院博士前期課程に入学した者で、
学部時の学業成績優秀・人物が優秀と認められる者（※２）

特待生制度

相談窓口 学生課 参考資料 東京工芸大学奨学金規程（P.66）

事由が発生
した月から
１２ヶ月以内

連帯保証人の病気療養等の理由により
修学に困難があると認められる学部生
及び大学院生

後援会
応急奨学金

５０万円以内
（金額は家計
状況を考慮し
選考委員会に
おいて決定）
（給付）

基金の
限度内

願書及び面接により
判定する。

在学中１回
連帯保証人の死亡による家計事情の急
変で修学に困難であると認められる学
部生及び大学院生

後援会
共済奨学金

年間学納金の
半額相当分
（給付）

基金の
限度内

願書及び面接により
判定する。

備　考採用人数金   額選　考　基   準出　願　資　格奨学金名称 募集時期

学業継続支援型奨学金

身体健康、勉学意欲旺盛かつ、経済的事
由により、学業を維持することが困難で
あり、進級・卒業又は修了が見込まれる学
部生及び大学院生（外国人留学生は除
く）

えんのき
奨学金

願書及び面接により
判定する。

上限６０万円で
１０万円単位
（貸与）

※追加貸与は
　上限60万円

基金の
限度内

特別の事情
がある場合
は、最初の
貸与年度と
異なる年度
で追加貸与
を認める。

随時
受付

在学中１回

次に掲げる要件を全て満たす者
・本学の学部及び大学院に在学する正規
学生である者
・授業への出席が良好である者
・父母若しくはこれに代わって家計を支
えている者が、会社の倒産又は解雇等
により、無収入に近い状態となり、修学
の継続が困難になった者

緊急支援
奨学金

３０万円以内
（給付）

奨学原資
の限度内

願書及び面接により
判定する。

問い合わせ先
日本政策金融公庫
教育ローンコールセンター

☎０４６-２２４-３７３１
厚木支店

０５７０ - ００８６５６
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html
☎

０１２０ - ５１７- ３２５（フリーダイヤル）
http://www.orico.tv/gakuhi/
☎

三井住友銀行 国内全店
（統括店）厚木支店

オリエントコーポレーション
学費サポートデスク

 日本政策金融公庫の教育ローンと民間金融機関の教育ローンがあります。

（東京工芸大学の学生であることを伝
えてください。）

教育ローン

⇨P.21 「外国人留学生サポート体制」に記載しています。

留学生対象の奨学金制度

https://www.rakuten-bank.co.jp/loan/education/
０１２０ - ６１-６９１０（フリーダイヤル）☎楽天銀行 カードセンター

教育ローン専用ダイヤル

日本学生支援機構　貸与型奨学金

 日本学生支援機構の奨学金貸与事業は、教育の機会均等の理念のもと、意欲と能力のある学生等が、自らの意志と責任において大学等で学ぶ
ことができるよう、国の重要な教育事業として実施されています。大学進学後、申し込みができる奨学金の種類は、第一種（無利子貸与）奨学金
と、第二種（有利子貸与）奨学金があります。

第二種（有利子貸与）第一種（無利子貸与）

学力基準

博士前期 5万円、8万 8千円
5万円、8万円、10万円、13万円、15万円

　4月初旬　(応募説明会を実施するので必ず出席すること )

博士後期 8万円、12万 2千円

貸与月額

募集時期

相談窓口 学生課

学外の奨学金制度

申込資格
大学の正科生であり、経済的理由により修学に困難で優れた学生等であると認められる人。
※休学中・留年中の学生は申し込み不可。外国籍の学生は申込資格に制限あり。

学部 1年次 高等学校の評定平均値が 3.5 以上 出身学校における成績が平均水準以上等

学部 2年次以上 成績が所属学部の上位 3分の 1以内 在籍する学校における成績が平均水準以上等

家計基準 希望する奨学金種別、収入形態、通学形態等、世帯人員によって異なる。

自宅：2万円、3万円、4万円、5万 4千円
自宅外：2万円、3万円、4万円、5万円、6万 4千円
※申込時の家計収入が一定額以上の方は、各区分の最高
　月額以外の月額から選択

学部 2万円～ 12万円（1万円単位で選択）

高等教育の修学支援新制度（授業料減免・給付奨学金）

　家庭の経済事情に左右されず、意欲のある生徒が大学に進学し学ぶことができることを目的に、2020 年 4 月から国による新しい就学支援
制度が始まりました。支援内容は、「授業料等減免（入学金含む）」の創設と返還の必要のない「給付型奨学金」の拡充の 2つです。世帯収入の基
準を満たしていれば、成績だけで判断せず、しっかりとした「学ぶ意欲」があれば支援を受けることができます。

学力基準

　4月初旬　(応募説明会を実施するので必ず出席すること )

支援金額

募集時期

申込資格
新たに入学・または進級する学部生で家計基準および学力基準などの条件を満たす人が対象です。留学生
及び大学院生は本年度の対象外です。なお、高等学校等を初めて卒業した年度の翌年度の末日から大学へ
入学した日までの期間が 2年を経過していない人が対象です。

1 年次 1．高等学校等における全履修科目の評定平均値が、5段階評価で 3.5 以上であること
2．将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、進学しようとする大学等における学修意欲を有すること

収入基準

【第 1区分】本人と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること
【第 2区分】本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が 100円以上 25,600 円未満であること
【第 3区分】本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が 25,600 円以上 51,300 円未満であること
※詳細は日本学生支援機構のホームページ参照

資産基準
本人と生計維持者 (2人 ) の資産 (不動産は含まない )の合計が 2,000 万円未満
※生計維持者 1人の場合は 1,250 万円未満

2年次以上
1．GPA（平均成績）等が在学する学部等における上位 2分の 1の範囲に属すること
2．修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って
　学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること

家計基準

※金額は第 1区分のもの。第 2区分はこの金額の 3分の 2、第 3区分は 3分の 1となります。
【給付奨学金】自宅通学：月額 38,300 円／自宅外通学：月額 75,800 円　
【授業料等減免】入学金：(芸術学部 )250,000 円　(工学部 )200,000 円　
　　　　　　　授業料：700,000 円　

※2023 年 3月現在の情報です。
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